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食品加工工場の製造工程から発生する動物由来たん白質を含む 
残さの飼料利用の再開等について 

 

このことについて、平成 26 年 5月 13日付け 26消安第 649号をもって、農林水産

省消費・安全局長から別添のとおり通知がありました。貴会関係者に周知方よろしく

お願いいたします。 

このたびの通知は、①「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の規定に基

づき農林水産大臣が指定するもの（平成 26 年 5 月 13 日農林水産省告示第 649 号）」

が、平成 26年5 月 13 日付けで公布され、同日付けで施行されたこと、②同時に、「飼

料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の規定に基づき農林水産大臣が指定する

もの（平成 13年 10月 25 日農林水産省告示第 1417 号）」が廃止されたこと、③今回

公布・施行された告示については別添のとおりであり、併せて「飼料及び飼料添加物

の成分規格等に関する省令の規定に基づく動物由来たん白質及び動物性油脂の農林水

産大臣の確認手続について（平成 17年 3月 11日付け 16 消安第 9574号農林水産省消

費・安全局長通知）」、「食品残さ等利用飼料の安全性確保のためのガイドライン制定に

ついて（平成 18年8 月 30 日付け 18消安第 6074 号農林水産省消費・安全局長通知）」

の２つの通知を別紙新旧対照表のとおり改正したこと、④本改正に伴い、食品残さ等

利用飼料製造業者に対する調査指導を実施することについて、各都道府県知事に通知

した旨、了知の上、本会会員へ周知を依頼されたものです。 

 

 
本件内容の問合せ先 
公益社団法人 
日本獣医師会：事業担当 笹川 

TEL  03－3475－1601 
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